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会員各位 
一般社団法人福岡市薬剤師会 

                           医療保険委員会      
常務理事 吉野 禎治   

 
福岡県薬剤師会から、下記文書が届きましたのでお知らせします。 

 
 今回の対象者：すべての保険薬局 
 
 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する疑義解釈資料（その１）

が示されました。 
 
 今回の疑義解釈は、情報通信機器を用いた服薬指導について示されています。 

 
※別添資料は、福岡市薬剤師会のホームページに掲載しています。 
https://www.fpa.gr.jp/kaiin/101672/   

 

（令和 6 年 12 月 19 日付 日薬業発第 345 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html 
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